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１人目の方が届出（必要事項の入力・書類のアップロード） 

審査結果の送付・受理証明書の受取 

兵庫県電子申請共同運営システム（ｅ-ひょうご）へアクセス 

「整理番号」が電子メールで送付 

２人目の方が届出（必要事項の入力・書類のアップロード） 

1 はじめに 

1-1 電子申請の流れ 

・ 電子申請のご利用にあたっては、パソコンやスマートフォン等の機器類をご自身の負担で準備してください。 

  ・ 届出者お二人それぞれから届出いただく必要があります（１人からの届出では、完了しませんのでご注意くだ

さい）。 

・ １人目の方が届出後、14 日以内に相手方も届出を行ってください（お二人からの届出が揃った後に、内容

確認を開始し、不備等のない場合に受理します）。 

 

 

      

    県 HP からアクセス又は「兵庫県パートナーシップ制度」で検索 

  ※詳しくは電子申請マニュアルをご覧ください。 

                                                              兵庫県 HP 

 

 

    ・ 届出フォームへの入力や必要書類のアップロードをお願いします（添付する書類はご自身の書類の

み）。 

 

 

 

 

 

・ １人目の方の届出が完了すると、「整理番号」が 1 人目の方に送付されます。 

※この番号は、２人目の方が届出する際に届出フォームに入力する必要があります。 

 

 

 

・ ２人目の方は、１人目の方の「整理番号」を聞いた上で、届出フォームへ入力します。 

・ １人目の方と同様に、届出フォームへの入力や必要書類のアップロードをお願いします。 

・ また、２人目の方は受理証明書の受取方法を指定します。 

 ※２人目の方の届出完了後にも「整理番号」が送付されますが、１人目の方に伝える必要はありません。 

 

・ 入力内容や提出データに不備等がある場合は、メール又は電話でご連絡します。 

内容をご確認の上、修正等のご対応をお願いします。 

 

 

 

・ 受理証明書は、下記の方法で受け取ることができます。 

  【１】郵送で受取の場合は、７開庁日を目途に指定の方の住所に特定記録等で発送します。 

        【２】対面での受取を希望される場合は、受取日時・場所（県庁又はその周辺施設）をお知らせ 

します。（受取は１人でも可能） 

必要書類等は、スキャン又は写真撮影の上、画像データの添付をお願いします。 

※ 記載内容が確認できる鮮明なものをご提出ください。 

※ 画像編集ソフトで加工された画像は、受け付けできません。 

※ ファイル形式は次のいずれかの形式としてください： 

pdf､jpg、jpeg、gif、png、zip 

※ サイズは、1 ファイルあたり 10MBまでとしてください。 
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1-2 兵庫県電子申請共同運営システムについて 

本届出は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を活用しています。 

兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)は、インターネットを利用した電子申請サービスです。 

利用者の方は 24 時間いつでも、PC やスマートフォンのインターネットを通じて、行政手続の申込を行う

ことが可能となります。 

 

●兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)  

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/ 

※本届出にあたって、兵庫県簡易申請システムの ID登録等は不要です。 

※オンライン申請手続きを選択のうえ、「キーワードで探す」にて 

「パートナーシップ制度」と入力し検索していただくと、各届出フォームが表示されます。 

 

 

●よくあるご質問 

https://apply.e-tumo.jp/help/PREFHG/faq4-2.htm 

 

 

  

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/
https://apply.e-tumo.jp/help/PREFHG/faq4-2.htm
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1-3 届出フォームの一時保存 

・各届出フォームは、入力途中に一時保存することができます。 

・一時保存する場合は、「入力中のデータを保存する」をクリックし、入力中のデータを保存してください。 

1-4 保存データの読み込み 

・一時保存したところから入力を開始する場合は、「保存データの読み込み」をクリックしてください。 

・ファイルの選択をクリックし、保存した申込データを添付してください。 

・添付完了後、「確認へ進む」をクリックいただき、読み込むファイルに誤りが無いことを確認した後、「読込

む」をクリックしてください。 

※再開後は、必要書類のアップロードが再度必要になりますのでご留意ください。 
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2 留意事項 

2-1必要書類のアップロードについて 

  

・届出フォーム内で、必要書類をアップロードしてください。 

・添付ファイルについては、なるべく鮮明な画像をご準備ください。内容が不鮮明な場合は、再度の提

出をお願いする場合があります。 

・下記の書類の画像データを事前に作成してから手続を始めてください。 

 

●チェックリスト 
 
□ ①住所が確認できる書類（住民票の写し又は住民票記載事項証明書） 

□ ②婚姻をしていないこと等を証明する書類（戸籍謄本、戸籍抄本、独身証明書） 

□ ③本人確認書類（個人番号カード（マイナンバーカード）、旅券、運転免許証など、本人の顔写真が 

貼付された証明書） 

□ ④本人確認書類とは別の顔写真（自撮り写真可） 

 

 ③以外は３か月以内のものに限ります｡ 

その他、有効期限があるものは期限内のものをご準備ください。 
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3 新規届出 
 

 

 

 

●利用者ログインについて 

 ・画面中央の「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。 

  

新規届出フォーム 

URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3676 

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3676


7 

●利用規約について 

・簡易申請システムの利用規約が表示されます。同意いただける場合、ページ下部、「同意する」をクリ

ックしてください。 
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・新規届出は、パートナーシップ関係にあるお二人それぞれの届出が必要です。 

・各項目を入力してください。 

・氏名は、戸籍上の氏名を入力してください。 

・通称名の使用を希望される際は、受理証明書の表面に通称名、裏面に戸籍上の氏名が記載されま

す。 

 

 

  

「通称の使用を希望しない」を
選択した際は入力不要です。 
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・入力いただいたメールアドレス宛てに整理番号が送付されます。 

 

・記載いただいた住所を受理証明書の宛先としますので、集合住宅にお住まいの方は、建

物名・部屋番号まで記載をお願いいたします。 

・郵便番号はハイフンなしで入力してください。 

 

・お二人とも届出時点では兵庫県外に住所を有している場合は、兵庫県内への転居予定日を入力し

てください。 
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・受理証明書裏面に、親や子といった近親者等の記載を希望される際は、「記載を希望する」を選択し

ていただき、あわせて、近親者等に関する届出フォームの入力を行ってください。 

・近親者等に関する届出フォームについては 1８ページをご覧ください。 

 

●添付書類について 

・必要書類の画像、または PDFをアップロードしてください。 
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 ・必要書類のアップロードについては、まず、各項目の「添付ファイル」をクリックしてください。 

 ・下記の画面になりましたら、「ファイルの選択」から添付ファイルを選択いただき、「添付する」をクリッ

クいただくと添付できます。 

 ・添付が完了しますと、添付結果に表示されます。 

 ・全て添付できましたら、「入力へ戻る」を選択してください。 
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 ・添付書類 1～5について、必要書類の添付がすべて完了しましたら、「次へ」をクリックして

ください。 

●パートナーに関すること 

・2人目の方は、1人目から整理番号を確認の上、入力してください。 

・入力後は、「次へ」をクリックしてください。 

「未申請」を選択した際は
入力不要です。 
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（参考）整理番号について 

整理番号は、申請完了画面、受付確認メールで確認することができます。 

●申請完了画面 

●受付確認メール 
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●パートナーシップ制度の届出に当たっての確認 

・届出の要件に該当するかのチェック項目です。 

・該当しない場合、届出ができませんのでご留意ください。 

・入力完了後は、「次へ」をクリックしてください。 
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●受理証明書の受取等について 

・ご希望のデザインを選択してください。 

・受理証明書の受取方法については、2人目の方が入力することができます。 

・入力が完了しましたら、「次へ」をクリックしてください。 

 

2人目の方が 

入力すること

ができます。 
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（参考）受理証明書のデザインについて 

 

・手続きを進める上で、なにかお伝えしておきたいことがありましたら、備考欄にご記入ください。 

 記入されない場合は、「確認へ進む」をクリックしてください。 
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●届出完了 

・申込確認のページ下部、「申込む」をクリックいただくと届出が完了します。 

・届出が完了すると、整理番号が表示されますので必ず保存してください。 

・入力いただいたメールアドレス宛てにも整理番号確認メールが送信されます。 
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4 近親者等に関する届出について 
 

●生計を一にする子や親等の近親者がいる場合には、特記事項欄に近親者の氏名及び生年

月日を記載することができます。 

電子申請で届出される際は、「近親者等に関する届出フォーム」から届出ください。 

 

 ・生計を一としていない近親者等の記載は行えませんのでご留意ください。 

 ・申請にあたっては、下記の書類をご準備ください。 

・15 歳以上の場合は、｢近親者等の氏名等の記載に関する同意書｣（様式４号）の自署した同意書

の画像データ（スキャン又は写真撮影）を添付してください。 

 ・必要書類等、詳細は、「兵庫県パートナーシップ制度利用の手引き」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類例） 

＜届出者と同一世帯の場合＞ 

ア 住民票の写し又は住民票記載事項証明書（届出者と同居していることが分かるもの） 

※ 上記（1）①で提出する書類で確認できる場合は、提出不要です。 

 

＜住民票により子と生計同一関係であることが確認できない場合＞ 

ア 健康保険等の被扶養者になっている場合 

医療保険被保険者証等の写し（保険者番号及び記号・番号等を判別、復元できない

ようマスキング（黒塗り等）してあること） 
 

イ 給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合 

給与簿又は賃金台帳等の写し 
 

ウ 税法上の扶養親族になっている場合 

源泉徴収票又は課税台帳等の写し 
 

エ 定期的に送金がある場合 

預金通帳(送金以外の部分は消してください)、振込明細書又は現金書留封筒等の写

し 
 

オ 病気療養・介護による別居の場合 

入院・入所証明、入院・入所に係る領収書等の写し など 
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４－１ 届出方法 

 

 

 

 

●各項目について、入力してください。 

 

 

  

近親者等に関する届出フォーム 

URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3677 

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3677
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・届出の状況について、新規届出とあわせて届出する際は、未交付を選択いただき、 新規届出した

際の整理番号を入力ください。 

・受理証明書をお持ちの方は、受理証明書に記載されている届出番号を入力してください。 

 

・届出の理由を選択してください。 

・選択後、「次へ」をクリックしてください。 
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・記載を希望される方について、お一人ずつ、氏名等と、生計同一がわかる書類をアップロードしてくだ

さい。 

・お二人目の続柄を入力いただくと、お二人目の入力欄が表示されますので、続柄から入力ください。 

・入力が完了しましたら、「次へ」をクリックしてください。 

・手続きを進める上で、なにかお伝えしておきたいことがありましたら、備考欄にご記入ください。 

 記入されない場合は、「確認へ進む」をクリックしてください。 

・表示される内容を確認し、「申込む」をクリックすると届出完了です。 
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５ 参考リンク 

 

●兵庫県パートナーシップ制度について 

 様式や手引き等も上記ページに掲載しています。 

 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnership00.html 

 

●兵庫県パートナーシップ制度で利用できるサービス 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnershipservice.html 

 

●県内のパートナーシップ制度（県民の皆様へ） 

 県内市町の制度について掲載しています。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnershipkennai.html 

 

●お二人からのメッセージ 

 届出いただいた方からのメッセージを掲載しています。 

 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnershipkoufushiki.html 

 

●新規届出フォーム 

 

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3676  

 

●近親者等に関する届出フォーム 

 

 https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3677  

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnership00.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnershipservice.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnershipkennai.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnershipkoufushiki.html
https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3676
https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3677

